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分任契約担当官
陸上自衛隊鯖江駐屯地
第３３６会計隊鯖江派遣隊長　中野　尚国

　以下のとおり、一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

１  入札事項
  (1) 件　　名： (使用済）業務車２号
  (2) 規　　格： 売払物品の仕様履歴等のとおり
  (3) 引渡期間： 代金納付の日から５日以内（令和７年１１月２８日（金）までに搬出）
  (4) 引渡場所： 陸上自衛隊鯖江駐屯地（福井県鯖江市吉江町４－１）

２　入札参加資格
  (1) 予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。尚、未成年者、被保佐人又は被補助
　　人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。
　(2) 令和７・８・９年度、競争参加資格（全省庁統一資格）に登録した者でかつ、東海・北陸地域の資格を有するもの
    で「物品の買受け」の格付「Ｃ等級」以上の者。
  (3) 使用済車両の再資源化に関する法律（平成１４年法律８７号）第４４条に基づく引取業者として、事務所の所在地
　　を管轄する都道府県知事の登録を受けている者
  (4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
  (5) 防衛省が行う公共事業等から暴力団を排除するための処置
　　ア　都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除する要請があり、当該状態が継続して
　　　いる有資格者については、競争参加を認めない。　
　　イ　入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除す
　　　るよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。　
　　ウ　入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
  (6) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名
　　停止等の要領」に基づくの指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
  (7) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又
　　は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行なうとする者でないこと。

３  契約条項等を示す場所
  　仕様書、入札書等の配布及び入札心得の閲覧は、次に示す期間、第３３６会計隊鯖江派遣隊　窓口において実施する。
　　依頼によりＦＡＸ又は電子メールでの配布は可能。
　　令和７年１０月９日(木)～令和７年１０月２８日(火)（土曜日曜祝日を除く0815～1700）

４　適用する契約条項
　(1) 基本契約条項
　　　不要物品売払契約条項
　(2) 特約条項
　　ア　談合等の不正防止に関する特約条項
　　イ　暴力団排除に関する特約条項
　　ウ　中古品の売り払いに関する特約条項

４　入札説明会
　　実施しない。
　　ただし、現場確認を希望する場合は、下記連絡先「第１２項第(１１)号イ」と日程を調整すること。
　　現場確認期間は、令和７年１０月１４日～２８日の間とする。

５　競争入札執行の日時及び場所
　(1) 日　時： 令和７年１０月２９日（水）１１００
　(2) 場　所： 陸上自衛隊鯖江駐屯地　商議室

６　保証金等に関する事項
　(1) 入札保証金：免　除
　(2) 契約保証金：免　除
　(3) 違　約　金：落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応
　　　　　　　　じないものとみなし、落札価格の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を
　　　　　　　　履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上の金額を違約金として徴収する。

７  入札方法
    落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円
　未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課
　税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の１１０分の１００を記載するものとする。
　　代理人による入札は、入札執行に先立ち委任状を提出すること。
　　郵便による入札は、事前に下記連絡先へ連絡のうえ、１０月２８日（火）１７００必着分までを有効とする。
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８  入札の無効
　(1) 第２項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
　(2) 入札に関する条項に違反した入札
　(3) 事前審査書類未提出又は事前審査の結果不適格の通知を受けた者の入札
　(4) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札 
 （5）暴力団排除に関する誓約を実施しない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
 （6）入札時間に遅れた者の入札
 （7）電信・電話・ＦＡＸによる入札

９　落札決定方式
  　落札決定方法は総額決定とし、総額が予定価格以上で最高価格をもって入札した者を落札者とします。尚、落札とな
　るべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
　　不調の場合は、再度入札を実施する。ただし、郵便入札での参加者がいる場合は別日を設定し再度入札を実施する。

10　契約書の作成
　　作成する。

11　所有権の移転
　　契約代金納入後、当該物品の引渡しが完了したとき。

12　その他
　(1) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。
  (2) 入札者は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約をするものとする。　
　(3) 市場調査票の協力を依頼する。 （ＦＡＸ及びメールでも可）
　　　提出期限：令和７年１０月２７日（月）１２００
　(4) 入札に参加する者は、入札日当日の１０００までに資格審査結果通知書の写しを提出すること。
　　（ＦＡＸ可）
　(5) 入札及び契約心得は、中部方面会計隊ホームページ内の標準入札心得を閲覧が可能。
　(6) 売払物品の引取り、保管、整備、使用等に際して発生する一切の費用は買受人の負担とすること
  (7) 売払物品の引取に際し事故防止に留意するとともに、事故発生の場合は全て買受人の責任において処理すること。
  (8) 売払物品は現状渡しであり、契約締結後、防衛省は物品に対して一切の責任を負わない。また、買受人は当該物品
    に不具合、隠れたる瑕疵等を発見しても、契約代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除をすることは出来ないも
　　のとする。
  (9) 売払物品の使用等に際して必要となる法令上の各種手続きは買受人の責任において行うものとする。
 (10) 掲載場所
　　ア　陸上自衛隊鯖江駐屯地　第３３６会計隊鯖江派遣隊
　　イ　陸上自衛隊金沢駐屯地　第３３６会計隊
　　ウ　陸上自衛隊富山駐屯地　第３３６会計隊富山派遣隊
　　エ　陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ
 (11) 問い合わせ及び連絡先
　　ア　入札に関する事項
　　　　陸上自衛隊鯖江駐屯地　第３３６会計隊鯖江派遣隊（担当：中野）
　　　　ＴＥＬ　０７７８－５１－４６７５　内線３４５（ＦＡＸ　０７７８－５１－４６７５）
　　イ　仕様書に関する事項
　　　　陸上自衛隊鯖江駐屯地　第３７２施設中隊管理隊補給班（担当：畑（はた））
　　　　ＴＥＬ　０７７８－５１－４６７５　内線２３１
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別紙第１

品　名
製造

メーカー
型　番 所得年 累計走行距離 事故歴 故障状況

(使用済）業務車２号 日産 DBA-Y12 H22.3 254，395㎞ な　し バッテリー完全放電

別添第１のとおり

売払物品の使用履歴等

リサイクル料金委託状況





単位 数 量 単 価

合　　計

お手数ですが１０月２７日(月)１２００までにＦＡＸ願います。

以下余白

内　訳

品 名 規 格 金 額

(使用済）業務車２号
売払物品の仕様履歴等の
とおり

UN 1

市価調査表

\

令 和 年 月 日

住所・名称・代表者名

分任契約担当官
陸上自衛隊鯖江駐屯地
第３３６会計隊鯖江派遣隊長　中野　尚国　　殿



（消費税は含まない。）

　　 品　　　名 規　　　　格 単位 数量 単　価 金　　額

(使用済）業務車２号 売払物品の仕様履歴等のとおり UN 1

以下余白

引渡場所 鯖江駐屯地

入札（契約）保証金 免　　除

　

（注）押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

代金納付の日から５日以内
（7．11．28までに搬出）

入札書有効期間

連  絡 先

分任契約担当官

陸上自衛隊鯖江駐屯地

第３３６会計隊鯖江派遣隊長　中野　尚国　殿

入　　札　　書

　上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積り

いたします。

　また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関す

る誓約事項について誓約いたします。

住　  　所

会  社 名

代表者名

担当者名

令和7年10月29日

￥

引渡期間


